
令和 3年度 事業報告 

 

Ⅰ 事業の期間 

 

令和 3年 4月 1日 ～ 令和 4年 3月 31日 

 

 

Ⅱ 事業の成果（特定非営利活動に係る事業） 

 

当年度は、当法人がテーマに掲げ取り組んできた、 

 

≪地域の後見ニーズと権利擁護たかつきの協働≫ 

 

を、具体的な形として整え、さらに拡張を目指し準備を進めた年度となりました。以下

にその概要をお示しします。 

 

１ 権利擁護相談事業 

 

①後見制度利用者支援基金 

令和 3 年度は、選定基準や要綱を整えたうえで（図表１）、家庭裁判所の協力のも

と、基金の本格運用を開始いたしました。本年度は 6 件、合計 180 万円を報酬助成

というかたちで基金より収入しております。法人事務局においても運用に慣れ、基準

に則って助成を行っております。 

②四天王寺大学との共同研究 

前年度より取り組んでいる四天王寺大学との共同研究《主体性を支える支援ツール

の開発研究》は、各専門職や法人へのインタビューを終えることができました。この

インタビューから様々なキーワードを拾い上げ、現在、アンケート（図表 2）に昇華

しているところです。成年後見人等を受任している専門職には、それぞれ専門職なら

ではの悩みや葛藤があり、また障がい種別によって困難となる内容は異なります。従

いまして、インタビューからは実体験に基づいた貴重な証言が寄せられていることか

ら、慎重にアンケートに反映させていきたいと考えているところです。次年度では、

アンケートの完成から配布、集計まで進めることを目標に取り組んでいます。 

③新法人の設立に向けた取り組み 

 先に取り上げました≪後見制度利用者支援基金≫。この仕組みを、社会資源として

地域の法人後見の活動に活かせないだろうか、また≪おおさか後見ワークショップ α



（アルファ）≫を構成するコアメンバーより、法人後見の“意思決定を支える”仕組

みを構築できないだろうか。こうした思いを形にするべく、令和 3 年度を通じて、上

記ワークショップにおいて検討を続けて参りました（図表 3）。この成果は、≪一般

財団法人あしすとアルファ≫と言う形に昇華され、令和 4 年度より事業を開始致しま

す。（図表 4） 

 

２ 後見人等受任業務ならびに被後見人等に対する支援事業 

 

当年度における後見活動実績は、（図表 5）にお示ししたとおりです。当年度におけ

る新規受任は 9名となりました（図表 6）。当年度を通じて社会を覆った新型コロナウ

ィルス感染症と、これに伴い発令された緊急事態宣言の影響は大きく、利用者支援の実

態を大きく変化させるとともに、スタッフの働き方を見直す契機にもなりました。スタ

ッフによる感染者は出なかったものの、利用者の間では感染者が出、支援の現場に大き

な影響を及ぼしました。そのほかの資料は（図表 7、8）にお示ししています。 

 

３ 成年後見制度における研修企画、講師派遣事業 

 

 当年度も、昨年度に引き続き、新型コロナ感染症の影響を免れず、9 件に留まりまし

た。またスタッフ向け勉強会も自粛した結果、私たち法人スタッフのみならず、地域に

おいても学びの機会は大幅に減りました。一方、成年後見制度へのニーズは、緊急事態

宣言期間を経たことで一層の高まりを見せており、当法人への成年後見制度に関わる相

談件数は増加しています。学びの機会を創出することは次年度以降に向けた課題といえ

そうです。 



【図表 1】 

   後見制度利用者支援基金要綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 2】 

   四天王寺大学共同研究アンケート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 3】 

 

   新たに生まれる団体の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



後見受任件数（2022年4月1日現在）

後見支援の種類

①業務支援受託 総数 3名

②共同後見支援（板垣弁護士・事務局高岡） 総数 3名

③法人後見支援 総数 144名

④任意後見支援 総数 2名

計 152名

⑤終了事案（死亡69名､辞任9名､取消1名､
契約終了11名､類型変更6名）

総数 96名

総計 248名

（参考）2020年度データ

後見受任件数（2021年4月1日現在）

後見支援の種類

①業務支援受託 総数 3名

②共同後見支援（板垣弁護士・事務局高岡） 総数 4名

③法人後見支援 総数 139名

④任意後見支援 総数 2名

計 148名

⑤終了事案（死亡65名､辞任9名､取消1名､
契約終了11名､類型変更5名）

総数 91名

総計 239名

人数

人数

【図表 4】 

 

   ≪一般財団法人あしすとアルファ≫ロゴマーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表５】 

 

   後見活動実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【図表 6】 

 

   後見等受任件数推移表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 7】 

 

   後見申立ての原因となった類型 

 

障がい別件数割合（2021年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）2020年度データ 

 

 

 

 



【図表 8】 

市町村別受任件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ 事業の実施状況 

 

 １ 特定非営利活動に係る事業 

 

① 権利擁護相談事業 

【内  容】   

高齢者および障がい者における日常生活上の課題について相談を受け、必要 

とされる福祉サービス、制度の活用を提案してきました。また、大阪府にお

ける成年後見制度の質的向上と社会資源の開発を目的に、≪おおさか後見ワ

ークショップα（アルファ）≫と≪後見利用者支援基金≫を融合した新しい

仕組みの検討、四天王寺大学との共同研究等、新たな取り組みを始めた年度

となりました。 

    【実施場所】 

      権利擁護たかつき事務所内他 

    【実施日時】 

      毎日（土日祝を除くが場合によっては実施）午前９：００～午後６：００ 

    【対 象 者】 

      高齢者および障がい者 

    【収  入】 

      ０円 

    【支  出】 

      ０円 

 

② 後見人等受任業務ならびに被後見人等に対する支援事業 

    【内  容】 

            利用者の置かれている環境、財産状況を鑑み、法人として適切に受任しまし

た。ただ受任件数の調整もあり、当年度は 9件の新規受任にとどまっていま

す。また新型コロナウィルス感染症への対応は、利用者のみならず法人スタ

ッフにも大きな負担を強い、感染リスクに目配せをしながらの援助となりま

した。なお、当年度も引き続き第三者を含む専門委員会を開催、上記感染症

への対策が必要な中、5 回開催することが出来ました。この場において支援

方針を検討、判断を行ない、その指示により支援員が支援を実施しました。 



    【実施場所】 

      権利擁護たかつき事務所ほか被後見人自宅等 

    【実施日時】 

      毎日（土日祝を除くが場合によっては実施）午前９：００～午後６：００ 

    【対 象 者】 

      高齢者および障がい者 

    【収  入】 

         38,592 千円（後見報酬） 

    【支  出】 

         28,844千円（人件費、旅費交通費、通信費等） 

 

③ 成年後見制度に関わる研修企画、講師派遣事業 

    【内  容】 

      当年度も新型コロナウィルス感染症の猛威を受け、全般的な傾向として研修

会等の自粛が続き、講師派遣については大幅な減少となっております。中止

や延期が相次ぎ、まだまだ例年の状況に戻るには一定の期間を必要としそう

です。なお、こうした状況により、当法人主催の研修会、勉強会については

企画、開催を見送っています。なお、≪おおさか後見ワークショップα（ア

ルファ）≫は、上記の困難な中、開催を続けましたが、新たな事業の開始に

向けた検討期間となり、後見事例については取り上げることなく終了してお

ります。 

    【実施場所】 

      研修実施施設等 

    【対 象 者】 

      一般市民、福祉に携わる施設職員等 

    【収  入】 

          175千円（講師料、参加費等） 

    【支  出】 

            ０円 

 

 

 

 

 

 



Ⅳ 理事会その他役員会の開催状況 

 

   ①第一回理事会   令和 3年 4月 21日（水） 

    【内容】・第一号議案 第 13回定時総会について 

         事務局より本年度の総会について、役員改選の件、開催方法が報告さ

れ理事会全員の検討のうえ了承を得た。 

        ・第二号議案 後見利用者支援基金の運用について 

         事務局より手続き要領が提示され了承、運用を開始することとなった。 

         一方、当基金を財団法人へ移行させる案が提案され、検討を開始する

こととなった 

 

   ②第二回理事会   令和 3年 5月 19日（水） 

    【内容】・第一号議案 第 13回定時総会について 

開催に伴う留意点を確認し、日程の変更等を協議し理事全員に了承を

得た。 

・第二号議案 新型コロナウィルス蔓延に伴う給付金、家賃補助について 

給付金は一般的に課税対象であるが、当法人が非営利活動であること

から対応を検討し、事業収入と事業収入以外の割合で按分し申告する

ことで決定した。 

・第三号議案 見舞金の支給について 

事務局より、昨今の厳しい就労環境を鑑み、法人より事務局スタッフ

に一律の見舞金を支給することについて提案がなされ、協議の結果、

理事全員の了承を得た。 

 

   ③第三回理事会   令和３年 7月 21日（水） 

    【内容】・第一号議案 財団法人の設立に向けて 

         事務局より、設立趣旨、事業目的、法人の人員構成等について事務局

より提案がなされたが、新法人には実務を担当するスタッフは必須で

あるとの見解が理事より示され、当法人事務局より実務担当者を新法

人に配置し、理事とする案が出され、出席理事全員の承認を得た。 

        ・第二号議案 中核機関の設立と当法人への依頼について 

         大阪府より当法人へ中核機関の受託について提案が行われた旨、事務

局より報告がなされたが、当法人として、「出来ることと出来ないこ

と」ならびに「受託の規模」について精査する必要がある旨、指摘を

受けた。 



        ・第三号議案 スタッフの確保について 

         事務局より新たに加わるスタッフ候補者について説明がなされ、前向

きに進めるよう議決された。 

 

   ③第四回理事会   令和３年 11 月 10日（水） 

    【内容】・第一号議案 財団法人の設立に向けて 

         事務局より、新しい法人の概要ならびに就任を予定している役員候補

が示され検討を行った。まだまだ仕組みがぼんやりとしている旨の指

摘を受けたが、寄付の透明化と独立性の確保が設立の核心である旨が

理事より示され、このまま準備を進めていくことについて出席理事全

員の承認を得た。 

        ・第二号議案 中核機関の当法人への受託要請について 

         事務局より、他府県のＮＰＯ法人と意見交換を行い、学習を進めてい

る旨の報告がなされ、理事全員による情報の共有を行なった。特に摂

津市からの受託依頼は前向きに協議、検討を行う旨、決定された。 

        ・第三号議案 スタッフの確保について 

         事務局より新たなスタッフ候補の確保断念が報告され、新たにホーム

ページを活用した募集を積極的に検討することが決定された。 

 

   ③第五回理事会   令和 4年 2月 16日（水） 

    【内容】・第一号議案 中核機関の受託の件 

         事務局より、他法人視察報告と摂津市の協議の進捗状況について説明

がなされた。中核機関の担う広報啓発の中身について、市の実施イメ

ージと当法人のイメージに乖離があるとの意見が理事より出され、当

法人の負担が過度に大きくならない様に協議を進めていくことで、理

事全員の了承を得た。 

        ・第二号議案 財団法人設立の件 

         設立法人の理事と当法人理事の関係性について、改めて協議が行われ、

財団理事の兼務は行わない旨、決定した。また、新たな法人の設立に

ついては、現事務局スタッフの負担増大が予想されることから、人材

の確保を早急に進める必要がある旨、理事より指示がなされた。 

        ・第三号議案 法人スタッフへの賞与の件 

         事務局より賞与の支給が提案され、理事全員の了承を得た。 

        ・第四号議案 機関紙発行の件 

         事務局より機関紙第 10 号の発行について提案がなされ、理事全員の



了承を得た。 

        ・第五号議案 第 14回定時総会に向けたスケジュールの件 

         総会日程について理事全員で協議を行い、開催日の決定を行なった。 

   



 

令和 3年度 決算報告 

 

Ⅰ 令和 3 年度決算総括 

 

当年度の総収入は 42,158千円となりました。 

収入が膨らんだのは、後述する寄付金収入も一つの要因であり、収益事業に限って見

ると 36,967千円になります。それでも昨年度に並ぶほどの金額となっており、収入に

関しては新型コロナウィルス感染症の影響をさほど受けることなく安定していたと言え

ます。 

一方で、総支出は 33,393千円になりました。 

特定の費用が突出して増えたようなことはなく、昨年度並みであったと言えます。 

収入及び支出の詳細については次のとおりです。 

 

Ⅱ 収入と支出 

 

1 収入について 

 

当年度の法定後見における報酬は、132件分で 37,152千円の収入になりました。

件数の内訳は、ご本人から報酬をいただいたものが 111件、市町村の報酬助成による

ものが 15 件、後見利用者支援基金の利用が 6 件でしたが、基金の利用に関しては法

人内における資産の移動であるため、基金を除いた報酬額は 35,352千円になります。 

任意後見に伴う報酬については、昨年度より 70 千円増加していますが、ご本人か

ら報酬を受領するタイミングによるものであり、新規受任は実施しておらず現在も 2

件のまま推移しています。 

後見支援委託費については、昨年度に比べ 700 千円程度の増額になっていますが、

任意後見と同様に受領時期が当年度にずれたことによるものです。 

当年度もコロナ禍ではあったものの、昨年度よりは外部機関による研修等が開催さ

れ法人事務局スタッフが講師として招聘される機会も増えました。 

また、当年度においては、遺贈という形でのご寄付もあり、寄付金収入として 5,097

千円を計上しています。 

   当年度及び過去 3年度の収入内訳は別表のとおりです（表①～④）。 

 

2 支出について 

 

当年度の支出については、人件費 24,020 千円、事業費（人件費を除く）4,823千

円、管理費 4,548千円を計上しました。 

例年に比べ特に大きな変化はありませんが、新型コロナウィルス感染症における感

染拡大の第 4波～第 6波が続き、サポーターによるご本人の面会等も制限されること

となったため、事業費における委託費が減少しました。 



 

 

 

【表①】 令和 3年度収入内訳                      （円） 

後見報酬 後見支援

委託費 

講師派遣

収入 

会費 

入会金 
寄付金 

研修企画

収入 
雑収入 

法定後見 任意後見 

37,152,660 410,000 1,029,600 175,240 93,000 5,097,261 0 460 

計43,958,221円 

※上記「法定後見」の報酬額及び合計額には、後見利用者支援基金からの振替え 1,800千円が 

含まれています。 

 

 

 

【表②】 令和 2年度収入内訳                      （円） 

後見報酬 後見支援

委託費 

講師派遣

収入 

会費 

入会金 
寄付金 

研修企画

収入 
雑収入 

法定後見 任意後見 

37,087,155 340,000 281,600 98,240 72,000 39,243,413 0 2,910,109 

計 80,032,517円 

 

 

 

【表③】 平成 31年度収入内訳                     （円） 

後見報酬 後見支援

委託費 

講師派遣

収入 

会費 

入会金 
寄付金 

研修企画

収入 
雑収入 

法定後見 任意後見 

32,482,016 602,487 807,420 313,750 95,000 18,000 0 43 

計 34,318,716円 

 

 

 

【表④】 平成 30年度収入内訳                     （円） 

後見報酬 後見支援

委託費 

講師派遣

収入 

会費 

入会金 
寄付金 

研修企画

収入 
雑収入 

法定後見 任意後見 

23,560,792 598,000 845,640 362,750 65,000 136,000 225,000 30,026 

計 25,823,208円 

 

 

 

 


